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３
人
以
上
の
お
子
さ
ま
が
い
る

世
帯
に
対
し
、
第
３
子
以
降
の
お

子
さ
ま
の
保
育
料
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対
　
　
象
　
次
の
両
方
を
満
た
す

世
帯
と
し
ま
す
。

①
１８
歳
未
満
の
お
子
さ
ま
が
３
人

以
上
あ
り
、
か
つ
、
第
３
子
以

降
の
お
子
さ
ま
が
保
育
所
に
通

っ
て
い
る
こ
と

②
世
帯
の
前
年
の
所
得
税
の
合
計

額
が
９
６，

６
０
０
円
以
下
で
、

月
額
保
育
料
が
、
０
〜
２
歳
児

で
２
４，

０
０
０
円
以
下
、
３

〜
５
歳
児
で
２
３，

０
０
０
円

以
下
で
あ
る
こ
と

助

成

額
　

　
０
〜
２
歳
児

　
　
月
額
５，
５
０
０
円（
限
度
額
）

　
３
〜
５
歳
児

　
　
月
額
４，
０
０
０
円（
限
度
額
）

　
※
保
育
料
が
月
額
５，
０
０
０
円

　
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。

申
請
方
法
　
市
内
保
育
所
、
窓
口

セ
ン
タ
ー
、
子
育
て
支
援
課

（
社
庁
舎
）
に
あ
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
２
月

３
日

（月）
か
ら
２
月

２０
日

（木）
の
間

　
に
、
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
子

育
て
支
援
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　
　
４
３
・
０
４
０
８

対
　
　
象

○
４
歳
児
（
平
成

２１
年
４
月
２
日

　
〜
平
成

２２
年
４
月
１
日
生
）

○
５
歳
児
（
平
成

２０
年
４
月
２
日

　
〜
平
成

２１
年
４
月
１
日
生
）

幼

稚

園

　
社
幼
稚
園
　
社
１
６
３
０
番
地

　
　
　
４
２
・
５
８
０
０

　
福
田
幼
稚
園
　
東
実
２
１
０
番
地

　
　
　
４
２
・
８
７
０
１

保
育
時
間
と
必
要
経
費

○
保
育
日
　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　
の
９
時
か
ら

１４
時

３０
分

○
入
園
料
　
６，
０
０
０
円

○
保
育
料
　
５，
０
０
０
円（
月
額
）

※
そ
の
他
、
給
食
費
・
教
材
費
な

　
ど
が
必
要
で
す
。

出
願
手
続

　
学
校
教
育
課
（
新
庁
舎
４
Ｆ
）

に
あ
る
入
園
願
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
持
参
ま
た
は
郵
送

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
願
書

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）

募
集
期
間

　
２
月

１７
日

（月）
〜
３
月
７
日

（金）

　
※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了

　
※
郵
送
の
場
合
は
３
月
７
日

（金）

　
　
必
着

願
書
送
付
・
問
い
合
わ
せ

　
〒
６
７
３
―

１
４
９
３

　
加
東
市
社
５
０
番
地

　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　
４
８
・
３
５
３
１

　
※
２
月

１７
日

（月）
か
ら
は

　
　
４
３
・
０
５
４
１

小
・
中
・
特
別
支
援
学
校
の

非
常
勤
講
師
（
初
任
教
員
研

修
）の
募
集

　
兵
庫
県
教
育
委
員
会
で
は
、
県

内
の
市
町
ま
た
は
組
合
立
小
・

中
・
特
別
支
援
学
校
（
神
戸
市
を

除
く
）
の
非
常
勤
講
師
（
初
任
教

員
研
修
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

勤
務
内
容
　
初
任
者
研
修
に
係
る

授
業
の
補
充
等

報

酬

等
　
報
酬
は
１
時
間
あ
た

り
２，

７
７
０
円
（
平
成

２５
年

度
現
行
額
で
変
更
に
な
る
可
能

性
あ
り
）

　
※
交
通
費
は
支
給
限
度
額
の
範

　
囲
で
実
費
支
給

資
　
　
格
　
希
望
す
る
校
種
の
教

育
職
員
免
許
法
に
定
め
る
小
・

中
・
高
等
学
校
教
諭
普
通
免
許

の
あ
る
方
、
ま
た
は
平
成

２６
年

４
月
１
日
ま
で
に
取
得
で
き
る

方
で
あ
る
こ
と
。

願
書
受
付
　
平
成

２６
年
２
月
３
日

（月）
か
ら
３
月

１４
日

（金）
ま
で
に
必

着
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜

日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

　
　
最
寄
り
の
市
町
も
し
く
は
組

合
の
教
育
委
員
会
、
ま
た
は
、

教
育
事
務
所
（
教
育
振
興
室
）

で
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

○
播
磨
東
教
育
事
務
所
加
東
教
育

振
興
室
　
　
４
２
・
９
４
４
３

○
加
東
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
４
８
・
３
５
３
１

　
※
２
月

１７
日

（月）
か
ら
は

　
　
４
３
・
０
５
４
１

平
成
２６
年
度
市
立
幼
稚
園
入
園
児
の
２
次
募
集

多
子
世
帯
保
育
料
軽
減
事
業
の
お
知
ら
せ

　
２
月

２４
日
か
ら
、
東
条
郵
便
局
で
戸
籍
謄

抄
本
、
住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
な
ど
の
交

付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
郵
便
局
で
交
付
申
請
が
で
き

る
方
は
、
交
付
を
受
け
る
証
明
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
方
に
限
ら
れ
ま
す
。
代
理
人

等
に
よ
る
証
明
書
の
申
請
お
よ
び
受
領
等

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
交
付
申
請
の
際
は
、
郵
便
局
窓
口
で
申

請
者
の
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

運
転
免
許
証
な
ど
、
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
他
の
郵
便
局
で
は
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ

　
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
取
扱
日
時

　
２
月

２４
日

（月）
か
ら

　
　
平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

１２
月

２９
日
か

　
ら
翌
年
の
１
月
３
日
ま
で
は
除
き
ま

　
す
。

■
申
請
者
の
本
人
確
認
用
書
類

　
次
の
①
、
②
い
ず
れ
か
の
書
類
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。
　

　
①
１
つ
の
提
示
で
よ
い
も
の

　
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
書
類

　
・
運
転
免
許
証
　
・
運
転
経
歴
証
明
書

　
・
パ
ス
ポ
ー
ト
　
・
身
体
障
害
者
手
帳

　
・
写
真
付
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
・
公
立
学
校
生
徒
手
帳
　

　
※
平
成

２４
年
３
月

３１
日
以
前
に
交
付
さ

　
　
れ
た
運
転
経
歴
証
明
書
は
本
人
確
認

　
　
の
効
力
が
な
い
た
め
使
え
ま
せ
ん
。

　
②
２
つ
提
示
が
必
要
な
も
の

　
・
健
康
保
険
証
　
・
介
護
保
険
証

　
・
年
金
手
帳
ま
た
は
年
金
証
書

　
・
後
期
高
齢
者
医
療
受
給
者
証

　
・
会
社
の
社
員
証
（
顔
写
真
付
き
）

　
・
共
済
組
合
員
証
　

問
い
合
わ
せ
　
市
民
安
全
部
市
民
課
　
　

　
４
３
・
０
３
９
０
　

※次の申請は、郵便局での取り扱いはできません。
　市役所市民課の窓口をご利用ください。
　○代理人（委任状持参）による申請　　　○第三者による申請
　○交付手数料が無料（免除）になる申請
※申請書は、郵便局専用のものをご利用ください。

戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）

戸籍の個人事項証明書（戸籍抄本）

住 民 票 の 謄 本

住 民 票 の 抄 本

戸籍附票の謄本

戸籍附票の抄本

印鑑登録証明書

交付を受ける証明書に

記載されている方

本人

４５０円

４５０円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

交付を受けられる証明書 申請できる方 手数料

≪特別賞≫
加東市子ども会長賞　山本あかね（東条中３年）
加東市長賞　　　　　岸本　敬詞（社小４年）
加東市議会議長賞　　戸田　航輔（附属小６年）
加東市教育長賞　　　田中　真希（社小３年）
≪金　賞≫
【小学校１年生】山本由弥子（東条東）　【小学校２年生】大橋澪緒（社）　坂本星七（社）　喜多川日菜子（滝
野東）　岸本悠花（東条東）　【小学校３年生】樋口華瑠（社）　山田依未佳（米田）　藤井瀬里奈（滝野南）
桾本琉那（東条東）　【小学校４年生】藤原有紗（三草）　藤原あかり（滝野東）　【小学校５年生】菊池舞（社）
肥田真穂（社）　高島涼馬（社）　宮崎舞夢（社）　時本阿姫（福田）大前美優（三草）
【小学校６年生】井上喬仁（社）　西嶋慶太（福田）　小林真歩（福田）　藤本佳奈（米田）
【中学校１年生】松井麗奈（社）　大橋茉奈（社）　舘山大輝（社）　藤本真由（滝野）　藤原諒也（社）
【中学校２年生】川崎春奈（社）　山本芽依（附属）　井本萌々香（附属）
【中学校３年生】岸本夏帆（社）

第８回加東市子ども会
　　新春書き初め大会

１月５日開催（敬称略）

　兵庫県では、受動喫煙を防止し、県民の健康で快適
な生活の維持を図ることを目的として「受動喫煙の防
止等に関する条例」を制定しています。
　この条例では、不特定または多数の人が出入りする
ことができる空間（公共的空間）を有する施設において、
受動喫煙を防止するためのルールが定められています。

●すべての施設において、喫煙 
環境（禁煙・分煙・喫煙可能

　等）の表示が義務付けられます。
●飲食店、宿泊施設等も規制の

対象となります。
 ※違反した場合の罰金等は10月1日から適用。

４月１日から、さらに以下の規定が追加されます

※詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。
問い合わせ　加東健康福祉事務所企画課　　４２－５１１１（代表）

２
月
２４
日
ス
タ
ー
ト
！

東
条
郵
便
局
で
戸
籍
謄
本
な
ど
の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
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